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[bookmark: _Hlk176189758]【個人情報保護基本規程利用にあたって】

「個人情報保護基本規程」は、一般財団法人 日本情報経済社会推進協会（以下「JIPDEC」という）「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針【JISQ15001：2023準拠ver1.0】」（以下、「構築・運用指針（改定版）」という。）(2023年12月25日)で求められる管理策を、一般社団法人 日本印刷産業連合会　総務部が文書化した、規程の作成例です。
なお構築・運用指針（改定版）に基づいたプライバシーマーク申請受付は、2024年10月1日より開始しています。

“赤色字”は、本規程が自組織に最適な文書となるように文書名・実施時期等をカスタマイズする部分です。また、【コメント】は削除してください。

本規程に追加・修正を加え、自組織に最適な文書となるようにカスタマイズされた文書を、作成してください。


※「個人情報保護安全対策基準」については、毎年実施するリスクアセスメントの結果により改訂が頻繁に行われるため、独立した文書として維持することをお勧めします。






















 




個人情報保護基本規程

[bookmark: _Hlk163653341]プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針準拠

【JIS Q 15001：2023準拠ver1.0】
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[bookmark: _Toc201070904]1.目的
この「個人情報保護基本規程」（以下、「本規程」という。）は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)」(以下、「個人情報保護法」という。)、「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針」(以下、「構築・運用指針」という。)に基づき、○○印刷株式会社（以下、「当社」という。）における個人情報の適切な取扱いに関する具体的な対応を定めることを目的とする。

[bookmark: _Toc201070905]2.適用範囲
本規程の適用範囲は、当社の事業の用に供している全ての個人情報の取扱いに適用する。

[bookmark: _Toc201070906]3.準拠する規格
本規程はJIS Q 15001:2023（以下、「JIS規格」という。）に準拠している。

[bookmark: _Toc201070907]4.用語及び定義
本規程で用いる主な用語及び定義は、個人情報保護法及びJIS Q 15001:2023の定義による。


[bookmark: _Toc201070908]J.1組織（当社）の状況
[bookmark: _Toc201070909]J.1.1組織及びその状況の理解
1.個人情報保護管理者は、各部署長と協議し、個人情報を取り扱う事業に関して、当社の個人情報保護マネジメントシステム（以下、「PMS」という。）に影響を与える、以下のような外部及び内部の課題を洗い出し、代表者へ報告する。
・関連法制度の改正による影響
・PMSの運用に関わる必要な資源の確保
・経営統合によるPMSの構築・運用の内容や方法などの見直し
【コメント】
期初、期末、経営会議、マネジメントレビュー時など、事業活動に組み込んで実施し、様式についても、普段使われているレジュメ、報告書、マネジメントレビュー議事録等を利用しても構いません（J.1.2も同様）。




[bookmark: _Toc201070910]J.1.2利害関係者のニーズ及び期待の理解
1.個人情報保護管理者は、各部署長と協議し、当社のPMSに関連する利害関係者を特定し、その利害関係者の、個人情報保護に関連する要求事項を洗い出し、代表者へ報告する。

（参考）「利害関係者の個人情報保護に関連するニーズ及び期待」には以下のようなものが考えられる。
	No.
	利害関係者
	利害関係者の要求事項

	1.
	顧客
	□契約事項の遵守
□秘密保持
□個人情報の安全管理について
•標的型攻撃ウイルスに対しての注意喚起
•再委託の禁止
•契約終了時の預情報の廃棄・消去

	2.
	取引先企業
（委託元、委託先）
（協力会社、ベンダー）
	□契約事項の遵守
□秘密保持
□個人情報の安全管理

	3.
	従業者
	同上

	4.
	親会社
	同上

	5.
	株主
	同上

	6.
	警察署、消防署等
	□緊急時に直ちに連絡
•捜査活動に協力
•消防活動に協力

	7.
	独立行政法人情報処理推進機構IPAセキュリテイセンター

内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）
	□コンピュータウィルス感染時に直ちに連絡
□情報セキュリティ技術の最新情報収集
□脆弱性対策最新情報収集

	8.
	個人情報保護委員会
	□マイナンバーに係る事件・事故・緊急時に直ちに連絡
□個人情報保護に係る事件・事故・緊急時に直ちに連絡
□個人情報保護に係る最新情報収集

	9.
	JIPDEC
審査機関（（一社）日本印刷産業連合会プライバシーマーク審査センター）
	□個人情報保護に係る事件・事故・緊急時に直ちに連絡
□プライバシーマーク制度、プライバシーマーク審査に係る最新情報収集



[bookmark: _Toc201070911]J.1.3法令、国が定める指針その他の規範
1.個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針及びその他の規範（以下、併せて「法令等」という。）を特定し参照する手順を、以下に定める。
（1）特定
個人情報保護管理者は、PMS構築・運用時に、個人情報取扱業務において適用し閲覧して調査しなければならない法令等を「法令、国が定める指針その他の規範一覧」に定める。「法令、国が定める指針その他の規範一覧」には、次の項目の最新情報を記載する。
・適用される法令等の名称及び条文を参照できるウェブサイトのURL
・適用される法令等の制定日又は最終改正日
なお、法令等には次のものを含むが、特定した個人情報の内容によって、その他の省庁や業界団体等が定める法令等を追加する。受託業務に供する目的のために委託元から委託される個人情報を取り扱う場合、委託元に適用される法令等もできる限り特定しその内容に留意した取扱いを行う。
・個人情報の保護に関する法律及び関連法令
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び関連法令
・個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）
・個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（外国にある第三者への提供編）
・個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（第三者提供時の確認・記録義務編）
・個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（仮名加工情報・匿名加工情報編）
・特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）
・個人情報保護マネジメントシステム－要求事項 JIS Q 15001
・雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項
・プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針
（2）参照
「法令、国が定める指針その他の規範一覧」には、特定した法令等の条文を参照できるウェブサイトのURLを表示して最新版を参照し閲覧可能な状態とする。
（3）見直し
調査及び特定を行うために、実施担当者、調査時期、調査手順及び結果の報告について、以下に定める。
・実施担当者
事務局は、法令等に関する調査及び見直しを行う。
・調査、特定及び見直し手順
事務局は、制定や改廃などの情報を入手したとき、及び年一回（○月）に、「法令、国が定める指針その他の規範一覧」に記載されたウェブサイトを閲覧し、個人情報保護に適用される法令等の調査を行い、最新版の特定を行う。
・報告
事務局は、「法令、国が定める指針その他の規範一覧」を見直した場合には、個人情報保護管理者に報告し承認を得る。
個人情報保護管理者は、特定した法令等の制定又は改廃により、規程に反映する必要がある場合、該当する規程の改訂を行う。

【関連文書・様式】
・J.1.3「法令、国が定める指針その他の規範一覧」

[bookmark: _Toc201070912]J.1.4個人情報保護マネジメントシステムの適用範囲の決定
1.当社は、自らの事業の用に供している全ての個人情報の取扱いをPMSの適用範囲として定める。その際、次の事項を考慮する。
a)J.1.1組織及びその状況の理解に規定する外部及び内部の課題
b)J.1.2利害関係者のニーズ及び期待の理解に規定する利害関係者の要求事項
c)当社が実施する活動と他社が実施する活動間のインタフェース及び依存関係

[bookmark: _Toc201070913]J.1.5個人情報保護マネジメントシステム
1.当社は、構築・運用指針及び本規程に従って、必要なプロセス及びそれらの相互作用を含む、PMSを確立し、実施し、維持し、かつ、継続的に改善する。

2.個人情報保護の主要な活動をJ.1.5「PMS年間運用管理表」にまとめ、予定と実績を管理する。

【関連文書・様式】
・J.1.5「PMS年間運用管理表」

[bookmark: _Toc201070914]J.2リーダーシップ
[bookmark: _Toc201070915]J.2.1リーダーシップ及びコミットメント
1.代表者は、次に示す事項について統率し、その結果について責任を持つ。
a)当社の戦略的な方向性と両立した、個人情報保護方針及び個人情報保護目的を確立する。
b)PMSの要求事項を当社の業務手順に適切に組み入れる。
c)PMSに必要な資源を確保する。
d)有効なPMS及びPMS要求事項への適合の重要性を利害関係者に周知する。
e)PMSを適切に運用できるようにする。
f)PMSが計画通りに実施できるように、従業者を指揮・支援する。
g)継続的改善を促進する。
h)その他の関連する管理者がその職務領域において、統率力を発揮できるよう、その管理者に割り当てられた役割をサポートする。

[bookmark: _Toc201070916]J.2.2個人情報保護方針
1.代表者は、次の事項を考慮して個人情報保護方針を策定する。
a)事業の目的に対して適切であること。
b)J.2.1で定めた個人情報保護目的を含むか、又は個人情報保護目的の設定のための枠組みを示すこと。
c)個人情報保護に関連して適用される要求事項を実施すること。
d)PMSの継続的改善を実施すること。

2.個人情報保護方針には、次の事項を含める。
a)事業の内容及び規模を考慮した適切な個人情報の取得、利用及び提供に関すること［特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い（以下、「目的外利用」という。）を行わないこと及びそのための措置を講じることを含む。］
b)個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範の遵守
c)個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止及び是正に関する事項
d)苦情及び相談への対応に関する事項
e)PMSの継続的改善に関する事項
f)代表者の氏名
g)制定年月日及び最終改正年月日
h)個人情報保護方針の内容についての問合せ先

3.代表者は、この方針を文書（電子的方式、磁気的方式など人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録を含む。以下同じ。）化し、定期教育で従業者に周知させるとともに、社内及び当社のホームページに掲示し、従業者及び一般の人が入手可能な処置を講じる。また、必要に応じて利害関係者へ提供する。

【関連文書・様式】
・「別紙1.個人情報保護方針」

[bookmark: _Toc201070917]J.2.3.1組織の役割、責任及び権限
1.代表者は、個人情報保護に関連する役割に対して、責任及び権限を従業者へ割り当てるとともに、従業者に周知する。

2.責任及び権限を、次の事項を実施するために割り当て、J.2.3.2に定める。
a)PMSを、構築・運用指針の要求事項に適合させる。
b)PMSの運用の成果を代表者に報告させる。

[bookmark: _Toc201070918]J.2.3.2個人情報保護管理者と個人情報保護監査責任者
1.代表者は、PMSを効果的に実施するために、役割、責任及び権限を以下に定め、従業者に周知する。なお、代表者及び個人情報保護監査責任者、並びに、個人情報保護管理者及び個人情報保護監査責任者は、兼務してはならない。
（1）代表者
①個人情報保護方針の策定・承認及び見直し
②JIS規格及び構築・運用指針の内容を理解し実践する能力のある個人情報保護管理者の社内からの指名及びPMSの実施及び運用に関する責任及び権限の付与
③個人情報保護監査責任者の社内からの指名及びその権限の付与
④本規程の承認及び見直しの指示
⑤緊急事態発生時の対外的な対応
⑥PMSの代表者による見直し（年一回以上）
⑦PMSの重要性について利害関係者への伝達
【コメント】
①個人情報保護方針及び⑥代表者による見直し以外については、会社の実情に合わせ、権限を他の者に委譲することも可能です。




（2）個人情報保護管理者（役員の中からの任命を原則とする）
①PMSの実施及び運用
②PMS文書の制改訂案の作成指示、代表者への報告及び基準類の承認
③個人情報保護方針及び関連規程の従業者への周知徹底
④顧客窓口の設置と苦情・相談窓口責任者の指名及びその権限の付与
⑤事務局の指名及びその権限の付与
⑥情報システム責任者の指名及びその権限の付与
⑦教育責任者の指名及びその権限の付与
⑧緊急事態発生時の最終対応の実施
⑨PMSの見直し及び改善の基礎とするための運用状況の代表者への報告
【コメント】
JIS規格附属書B（参考）B.5.3.2では、“個人情報保護管理者は、社外に責任を持つことができる者（例えば、経営層）を指名することが望ましい”としています。




（3）個人情報保護監査責任者
①内部監査実施計画の立案及び監査の指揮
②監査員（個人情報保護監査責任者の指揮に基づき、個人情報保護に関する内部監査実務を行う者）の選定
③監査結果の代表者への報告
（4）事務局
①個人情報保護管理者の補佐
・PMS活動に必要な情報の収集
・PMS文書の作成・維持及び記録の保持
・集めた情報の必要な部署への連絡
・運用に必要な情報の周知
・計画した運用がなされているかの確認
（5）情報システム責任者
①情報システム及びネットワークに関する安全管理措置の確立・実施及び維持
②情報システム及びネットワークに関するマネジメントシステムの見直し及び改善の基礎とするための報告
③情報システム及びネットワークに関するマネジメントシステムの実施に必要な教育計画の教育責任者への提案
（6）教育責任者
①PMSの実施に必要な教育計画の立案とその教育研修の実施
②教育研修結果の個人情報保護管理者への報告
（7）苦情・相談窓口責任者
①苦情・相談及び開示等の請求等の受付及び対応の実施
②苦情・相談及び開示等の請求等の個人情報保護管理者への報告
（8）従業者
①個人情報の重要性の認識とPMSの確実な運用
②各規程の理解と実施
③ルール違反時の就業規則違反の認識
④監査への協力
⑤個人情報保護に関する記録の作成
⑥PMSに関する教育の受講
（9）個人番号事務取扱担当者
①従業者等及び支払調書該当者からの個人番号、特定個人情報の取得
②個人番号を法定調書、健康保険や厚生年金の資格取得届などに記載
③個人番号を記載した申請書の行政機関への提出
④特定個人情報の保管、廃棄
⑤特定個人情報の取得時の本人確認、及び取扱状況の記録
⑥特定個人情報の委託先の評価、選定
（10）個人番号事務取扱責任者
①個人番号事務取扱担当者への必要かつ適切な監督
②特定個人情報の取扱状況についての定期的な点検
③特定個人情報の安全管理に関する教育の計画、及び実施
④特定個人情報の委託先の評価基準及び選定結果の承認、及び委託先の監督
⑤特定個人情報の管理区域及び取扱区域の設定
（11）個人番号収集担当者（個人番号事務取扱担当者だけで個人番号、特定個人情報の収集が困難な場合）
①各部署の責任者として、従業者等及び支払調書該当者からの個人番号、特定個人情報の収集と速やかな個人番号事務取扱担当者への受渡

2.各担当者の氏名（又は役職名）は、「別紙2.個人情報保護体制図」において明確にする。

【関連文書・様式】
・「別紙2.個人情報保護体制図」

[bookmark: _Toc201070919]J.2.4管理目的及び管理策（一般）
1.本規程のJ.1からJ.11の管理策について、定めた手段に従って代表者又は個人情報保護管理者等の承認を得る。

[bookmark: _Toc201070920]J.3計画
[bookmark: _Toc201070921]J.3.1.1個人情報の特定
1.既存の個人情報の特定は、以下の手順により行う。
（1）個人情報の洗い出し
部署長は、自部署で取り扱う全ての個人情報を漏れなく洗い出し、「個人情報特定台帳」に特定する。
（2）個人情報の利用目的及び取り扱い方法の明記
「個人情報特定台帳」には、少なくとも以下の項目を明記する。
①個人情報の項目
②利用目的
③保管場所
④保管方法
⑤アクセス権限を有する者
⑥利用期限
⑦保管期限
⑧管理する個人情報の件数（概数でも可）
【コメント】
④保管方法は、③保管場所においてどのような状況で管理されているか（例：施錠保管、部屋を施錠、ID/PWでアクセス制御等）を記載してください。
⑧件数は、旧構築・運用指針（2017版）では必須項目ではありませんでしたが、構築・運用指針（改定版）で必須項目となりました。
その他、「要配慮個人情報」「保有個人データ」の該当有無の項目を含めることを推奨します。






（3）個人情報特定の承認
事務局は、全部署より「個人情報特定台帳」を収集し、整理・取りまとめを行い、個人情報保護管理者の承認を得る。
（4）保管
承認後、事務局は「個人情報特定台帳」を保管するとともに、「個人情報特定台帳」の写しを関係部署に配付する。

[bookmark: _Hlk172560058]2. 新たな個人情報の取扱いを始める場合や個人情報の取り扱いを変更、終了する場合は、以下の手順で「個人情報特定台帳」を更新する。
（1）個人情報の特定（新規、変更、終了時）
当該部署長は、「個人情報取扱申請書」にて、新たな個人情報の取扱い、変更、終了について、個人情報保護管理者の承認を得たのち「個人情報特定台帳」を修正し、事務局に提出する。
（2）個人情報特定の承認
事務局は、「個人情報特定台帳」を確認し、その他必要書類の準備・取りまとめを行い、個人情報保護管理者の承認を得る。
（3）保管
承認後、事務局は「個人情報取扱申請書」及び「個人情報特定台帳」を保管するとともに、承認後の「個人情報取扱申請書」及び「個人情報特定台帳」の写しを関係部署に配付する。

3.「個人情報特定台帳」の定期見直しは、以下の手順により行う。
個人情報保護管理者は、年一回（○月）に見直しを行うように部署長に指示する。「個人情報特定台帳」の承認及び保管は、2.の（2）及び（3）による。

4.仮名加工情報、匿名加工情報、個人関連情報（当該個人関連情報が提供先の第三者において個人情報となることが想定される場合）についても特定する。

【関連文書・様式】
・J.3.1.1-1「個人情報取扱申請書」
・J.3.1.1-2「個人情報特定台帳（受託業務）」
・J.3.1.1-3「個人情報特定台帳（受託業務以外）」
【コメント】
個人情報の特定から漏れやすいものとして以下のようなものがあります。
・印刷事業者自身の取扱工程で発生する中間生成物やヤレ
・アドレス帳、メーリングリストなど個人レベルで管理しているもの
・共有サーバやクラウド上のデータストレイジなど全社的なインフラとなっているもの
・名刺、請求書、見積書、電話対応の音声記録など顧客との取引上で取り扱うもの
・監視カメラの録画画像、教育記録、同意書・誓約書、入退館記録など個人情報保護を推進するために発生するもの
また、個人情報特定台帳の整備において、「利用期限」と「保管期限」が必ずしも一致しないことに留意する必要があります。利用期限とは、利用目的を達した時点（受託業務であれば納期など）を指し、保管期限とは、利用期限後に一定期間保管する場合の期間若しくは期日を指します。

JIS改正に伴う変更点として、仮名加工情報、匿名加工情報、個人関連情報（当該個人関連情報が提供先の第三者において個人情報となることが想定される場合）についても特定が必要となりました。













[bookmark: _Toc201070922]J.3.1.2リスク及び機会に対処する活動（一般）
1.個人情報保護管理者は、PMSの計画の策定に当たって、J.1.1で把握した課題及びJ.1.2で特定した要求事項を考慮し、次の事項を実現できるよう、J.3.1.3の個人情報保護リスクアセスメント及びJ.3.1.4の個人情報保護リスク対応を行う。
a)当社が意図した成果を達成できるようなマネジメントシステムの策定
b)望ましくない影響の防止
c)PMSの継続的な改善

2.個人情報保護管理者は、PMSの計画の策定に当たって、次の事項を含むこととし、J.3.2及びJ.3.3の計画書により、代表者の承認を得る。
d)リスクに対する対策の内容
e)d)の対策をPMSの手順に含めて実施する方法
f)d)の対策の評価

[bookmark: _Toc201070923]J.3.1.3個人情報保護リスクアセスメント
1.個人情報保護管理者は、個人情報保護リスクについて、次の事項を踏まえて、個人情報保護リスクアセスメント（個人情報保護リスクを特定、分析及び評価）をするための手順を定め、かつ実施する。
a)次の観点を含む、個人情報保護のリスク基準を確立し、維持する。
1)本人の権利利益の侵害
2)構築・運用指針に定める事項
3)法令及び国が定める指針その他の規範に関する事項
4)個人情報の漏えい、紛失、滅失・毀損、改ざん、正確性の未確保、不正・不適正取得、目的外利用・提供、不正利用、開示等の求め等の拒否に関する事項
b)繰り返し実施した個人情報保護リスクアセスメントに、一貫性及び妥当性があり、かつ、比較可能な結果を生み出すことを確実にする。
c)個人情報保護リスクを特定する。
1)当社において、事業毎に、個人情報の取扱いを特定する。
2)個人情報の取得、保管、利用及び消去等に至る各局面において、適正な保護措置を講じない場合に想定されるリスクを特定する。
3)上記で特定したリスクのリスク所有者を特定する。
d)個人情報保護リスクを分析・評価する。
1)c)で特定したリスクと、a)のリスク基準とを比較する。
2)リスク対応のために、分析した優先順位を明らかにする。

[bookmark: _Hlk172282690]2. 個人情報保護管理者は、個人情報保護のリスクを特定、分析及び評価をするための手順をJ.3.1.4の通り定め、利用可能な状態にする。なお、定めた手順及び実施した内容については、少なくとも年一回（○月）及び必要に応じて適宜に見直す。

[bookmark: _Toc201070924]J.3.1.4個人情報保護リスク対応
1.個人情報保護管理者は、次の事項について、個人情報保護リスクへの対応手順を2.の通り定め、かつ実施する。なお、定めた手順及び実施した内容については、適宜見直すこととし、a)～c)を実施した記録を利用可能な状態にする。
a)個人情報保護リスクへの対応にあたっては、個人情報保護リスクアセスメントの結果を考慮して、必要な対応策（構築・運用指針及び当社が必要であると決定した、個人情報保護に関するリスクを修正する対策を含む。）を策定すること。
b)a)を踏まえて、個人情報保護リスクへの対応計画を策定し、実施すること。
c)個人情報保護リスクへの対応計画及び実施した内容（現状で実施し得る対策を講じた上で、未対応部分を残留リスクとして把握し、管理することを含む。）について、原則として、代表者の承認を得ること。
【コメント】
JIS規格附属書B（参考）B.6.2.3では、個人情報保護リスクの受容について、トップマネジメント又は個人情報保護管理者の承認を得ることを求めています。




2.リスクアセスメント及びリスク対策は、以下の手順により行う。
（1）リスクの認識調査
個人情報保護管理者は、「個人情報特定台帳」に特定された個人情報について、そのライフサイクル（取得・入力、利用・加工、移送・送信、保管・バックアップ、消去・廃棄）に沿って具体的なリスクを「リスク分析シート」に洗い出すよう、各部署長に指示する。
なお、ライフサイクルが同様な業務はグルーピングして扱うことができる。
（2）リスクへの対策手順
各部署長は、洗い出されたリスクに対する対策（目的外利用を行わないために必要な対策を含む）を検討し、「リスク分析シート」に記載する。
検討の結果、採用の決まったリスク対策が既存の規程類に規定されていない場合は、必要に応じ、リスク対策を該当規程に規定する。
（3）残留リスクの管理
各部署長は、合理的な対策を講じた上で未対応部分があれば、“残留リスク”として把握し、「リスク分析シート」に記載する。
（4）リスク分析結果の承認
リスク分析した「リスク分析シート」は、個人情報保護管理者が確認した後、代表者の承認を得る。
（5）保管
承認後、事務局は「リスク分析シート」を保管するとともに、「リスク分析シート」の写しを関係部署に配付する。

3.リスク対策の見直し
個人情報保護管理者は、年一回（○月）に、「リスク分析シート」に定めたリスク分析の結果について、認識されたリスク・対策・残留リスクが適切であることを見直すよう、各部署長に指示する。また、社会情勢の変化、環境の変化及び個人情報の取扱いに変化が生じた場合は、必要に応じて随時見直す。
見直しを実施した「リスク分析シート」は、個人情報保護管理者が確認した後、代表者の承認を得る。
「リスク分析シート」の保管は、2.の（5）による。

【関連文書・様式】
・J.3.1.3「リスク分析シート」

[bookmark: _Toc201070925]J.3.2個人情報保護目的及びそれを達成するための計画策定
1.個人情報保護管理者は、次の事項を含めて、個人情報保護目的を達成するためにJ.3.3の計画を策定する。
a)実施事項
b)必要な資源
c)責任者
d)達成期限
e)結果の評価方法

[bookmark: _Toc201070926]J.3.3計画策定
1.PMSを確実に実施するために、次の事項を含めて、少なくとも年一回、及び必要に応じて適宜に必要な計画を立案し、文書化する。
a)教育実施計画（J.4.3参照）
b)内部監査実施計画（J.6.2参照）

【関連文書・様式】
・J.4.3-1「個人情報保護教育計画書」
・J.6.2-1「内部監査年間計画書」
・J.6.2-2「内部監査個別計画書」

[bookmark: _Toc13037][bookmark: _Toc201070927]J.3.4変更の計画策定
1.個人情報保護管理者は、J.6.2内部監査、J.6.3マネジメントレビュー等の結果や組織の環境の変化、法令等の改訂の影響から、PMSの変更の必要性に関する決定した場合は、あらかじめ変更の計画を策定する。

[bookmark: _Toc201070928]J.4支援
[bookmark: _Toc201070929]J.4.1資源
1.代表者は、PMSの確立、実施、維持及び継続的改善に必要な資源を決定・確保し、利害関係者へ提供する。

[bookmark: _Toc201070930]J.4.2力量
1.代表者は、次の事項を行う。
a)当社の個人情報保護に影響を与える業務をその管理下で遂行する者に対して、個人情報保護の観点から、従業者に必要とされる能力を決定する。
b)a)の者に対して、a)で決定した能力及びJ.4.3を充足するための処置を行い、必要な能力を備えることを確実にする。
c)b)を実施した結果、必要な能力が備わっていない場合は、必要な能力を身につけるための処置をとるとともに、とった処置の有効性を評価する。
d)a)～c)を実施した記録を利用可能な状態にする。

【関連文書・様式】
・J.4.3-1「個人情報保護教育計画書」
・J.4.3-1「個人情報保護教育実施報告書」

[bookmark: _Hlk149211071][bookmark: _Toc201070931]J.4.3認識
1.教育責任者は、全ての従業者に対して、少なくとも年一回、及び必要に応じて適宜に教育を実施し、次の事項を認識させる。
a)個人情報保護方針
b)PMSに適合することの重要性及び利点
c)PMSに適合するための役割及び責任
d)PMSに違反した際に予想される結果

2.教育の計画及び実施、結果の報告及びそのレビュー、計画の見直し並びにこれらに伴う記録の保持に関する責任及び権限を、以下に定める。
（1）教育責任者は、毎年○月に、教育実施時期や実施方法を含む「個人情報保護教育計画書」を作成し、個人情報保護管理者経由で代表者の承認を得る。
（2）教育責任者は、年一回（○月）に以下の要領で教育を実施する。
①1.のa)～d)を含む教材により全従業者に教育し、参加状況を出席者名簿等に記録する。
②確認テストやアンケート等により、受講者の理解度確認を行う。
③理解度が低い受講者には、再教育等を行う。
（3）教育責任者は、教育実施後に「個人情報保護教育実施報告書」を作成し、個人情報保護管理者経由で代表者の承認を得る。
（4）教育責任者は、教育終了後に教育の成果や課題を検証し、必要に応じて次回の教育計画に反映させる。
（5）教育責任者は、教育に係る記録類を○年間保管する。

【関連文書・様式】
・J.4.3-1「個人情報保護教育計画書」
・J.4.3-2「個人情報保護教育実施報告書」

[bookmark: _Toc201070932]J.4.4.1コミュニケーション
1.個人情報保護管理者や各部署長は、PMSを構築・運用するにあたり、次の事項を考慮して、内外の利害関係者と意思疎通や情報共有を行う。
a)コミュニケーションの内容（何を伝達するか。）
b)コミュニケーションの実施時期
c)コミュニケーションの対象者
d)コミュニケーションの実施者
e)コミュニケーションの実施手順
f)コミュニケーションの実施方法

（参考）「コミュニケーション」には以下のようなものが考えられる。
	
	a)内容
	b)実施時期
	c)対象者
	d)実施者
	e)手順、f)方法

	[bookmark: _Hlk172289051]○○会議
	PMSに関する状況報告、課題のインプット・アウトプット、是正処置の指示・報告、その他連絡事項の周知
	毎月
	部署員
	部署長
	対面

	社内イントラネット公開
	個人情報保護方針・規定類の最新版の公開、連絡事項の周知
	随時
	全従業者
	事務局
	イントラネットの更新

	事故対応
	個人情報に関する事故等が発生した場合の報告
	随時
	発見者または部署長他社内関係者
	発見者または部署長他社内関係者
	J.4.4.2に定める

	外部情報公開
	個人情報保護方針、個人情報の取扱いについて
	随時
	社外の利害関係者
	事務局
	J.2.2、J.8.4、J.10.3に定める

	電話、お問合せフォームでのお問合せ対応
	本人からの開示等の請求等への対応、苦情及び相談への対応
	随時
	社外の利害関係者
	お問合せ窓口
	J.10.2、J.11に定める



[bookmark: _Toc201070933]J.4.4.2緊急事態への準備
1.個人情報保護管理者は、緊急事態が発生した場合に報告等が必要となる関係機関及び利害関係者をあらかじめ特定する。

2.個人情報保護リスクを考慮し、その影響を最小限とするため、緊急事態を特定するための手順及び特定した緊急事態にどのように対応するかの手順を3.の通り定める。なお、対応手順には、次の事項を含むこと。
a)緊急事態が発生した個人情報の内容を本人に速やかに通知すること。
b)二次被害の防止、類似事案の発生回避などの観点から、可能な限り事実関係、発生原因及び対応策を、遅滞なく公表すること。
c)事実関係、発生原因及び対応策を関係機関及び利害関係者に直ちに報告すること。

3.緊急事態とは、個人情報が漏えい、滅失又は毀損、紛失、改ざん、正確性の未確保、不正・不適正取得、目的外利用・提供、不正利用、開示等の求め等の拒否（何れの場合も、おそれを含む）（以下、「事故等」という。）が発生した場合とし、想定される経済的な不利益及び社会的な信用の失墜、本人への影響などのおそれを考慮し、その影響を最小限とするための手順を、以下に定める。

＜緊急事態発生時の対応手順＞
（1）問題発生の受付又は確認
問題受付対応者は、以下の事象により問題発生の受付又は確認を行う。
①本人からの苦情の受付
②社内での発見
③委託先からの事故報告
④第三者からの連絡
⑤その他
問題受付対応者は、受付後事実確認を行い、「緊急時対応記録」を作成し、速やかに個人情報保護管理者への報告を行う。このとき問題受付対応者は自らの判断で処置を行ってはならない。
（2）緊急事態の特定と対応の検討
個人情報保護管理者は、問題が緊急事態に該当するか関係部署長と協議し、緊急事態に該当すると判断した場合、代表者を含む関係部署と相談し対応を検討し対応を定める。さらに受託業務の場合は、委託元に報告し、対応を協議し対応を定める。個人情報保護管理者は対応の妥当性についても検証を行う。
個人情報保護管理者は、緊急事態に該当しないと判断した場合、関係部署長に不適合として「是正処置報告書」を作成させる。
（3）対応の実施
個人情報保護管理者は、関係部署長に対し、以下の内容を含む適切な処置を実施させる。また関係部署担当者は処置内容を「緊急時対応記録」に記録する。
①当該個人情報の利用・提供の停止（不正利用や不正提供の場合）
②当該個人情報取扱担当者の全ての権限の停止又は拘束（従業者による故意の漏えい、滅失又は毀損の場合）
③委託先への適切な指示（委託先で問題が発生した場合）
④その他、上記以外に個人情報保護管理者が必要と判断した処置
（4）本人に速やかに通知するための措置
個人情報保護管理者は、以下の対応を関係部署に指示する。
1 緊急事態が発生した個人情報の内容を本人に速やかに通知し、又は本人の権利利益を保護するため必要なこれを代わるべき措置（本人に通知するための手段の決定、ホームページに掲載するなどの措置）の決定と実施
②本人に実施した処置の報告と謝罪
③本人からの要求の受付・検討・実施
④上記以外に個人情報保護管理者が内容に応じ、必要と判断した処置
（5）二次被害の防止、類似事案の発生回避
個人情報保護管理者は、被害の拡散防止及び再発防止の目的で以下の対応を関係部署長に指示する。
①二次被害の防止、類似事案の発生回避などの観点からの、可能な限りの事実関係、発生原因及び対応策の、遅滞ないホームページでの公表
②問題発生の主たる要因の調査・特定と問題発生の要因を除去できる有効な再発防止策の立案・実施
③実施した再発防止策の効果の確認
④規定などの改訂が必要な場合、改訂内容の指示
（6）個人情報保護委員会、審査機関への速報、確報への対応
個人情報保護委員会、審査機関への速報、確報の対象となる漏えい等の対応は下記の通りとする。

	
	個人情報保護委員会
（個人情報保護法、マイナンバー法に基づく）
	審査機関
（プライバシーマーク制度に基づく）

	①事故報告の対象
	漏えい、滅失又は毀損の事象（何れの場合も、おそれを含む） ＝　漏えい等
	事故等

	②速報及び確報の対象（何れかに該当する場合）
	【個人情報】
1. 要配慮個人情報の漏えい等
2. 経済的な損失を伴うこととなるおそれのあるようなデータの漏えい等
3. 不正の目的をもって行われたおそれがある漏えい等
4. 1,000 人分を超える漏えい等
※上記に該当しない軽微な漏えい等の場合は、報告は努力義務となる。（法令通り）
---------------------------
【マイナンバー】
1.情報提供ネットワークシステム等又は個人番号利用事務を処理するために使用する情報システム等で管理される特定個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
2.不正の目的をもって行われたおそれがある特定個人情報の漏えい等が発生し、若しくは発生したおそれがある事態又は不正の目的をもって、特定個人情報が利用・提供され、若しくは利用・提供されたおそれがある事態
3.特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報が電磁的方法により不特定多数の者に閲覧され、又は閲覧されるおそれがある事態
4.漏えい等が発生し、若しくは発生したおそれがある特定個人情報又は番号法に反して利用・提供され、若しくは利用・提供されたおそれがある特定個人情報に係る本人の数が100人を超える事態
	左記（漏えい等→事故等に置き換える）に加えて、付与機関（JIPDEC）がＰマーク審査基準における重大な違反のおそれがあると認めた事態の場合
※上記に該当しない軽微な事故等の場合は、速報は不要であるが、従来どおり事故報告は必要となる。（確報同様目安は 30 日以内）

	③速報及び確報の報告事項（各項目について、報告時点で把握している情報）
	A) 概要
B) 個人データの項目
C) 個人データに係る本人の数
D) 原因
E) 二次被害の有無及びその内容
F) 本人への対応の実施状況
G) 公表の実施状況
H) 再発防止のための措置
I) その他参考となる事項
※本人に対しても状況に応じて速やかな通知が必要
	左記と同じ
※なお、「速報及び確報の対象」の1～4 の場合であって、かつ速報の場合は、個人情報保護委員会へ報告した PDF ファイルを代用しても可とする。 
※本人に対しても状況に応じて速やかに、左記のA)、B)、 D)、E)、I)を通知する必要がある。

	④速報のタイミング
	事態の発生を知った時点から概ね 3 日～5 日以内
	左記と同じ

	⑤確報のタイミング
	事態の発生を知った時点から原則、30 日以内（不正の目的をもって行われたおそれがある漏えい等の場合は、60 日以内）
	左記と同じ



＜緊急連絡先＞
・（一社）日本印刷産業連合会プライバシーマーク審査センター：TEL：03-3553-6065
　※Pマークポータルサイトを通じて報告する
https://privacymark.jp/member_site/index.html
・個人情報保護委員会 漏えい等の対応：
 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/leakAction/
・個人情報保護委員会 特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応：
https://www.ppc.go.jp/legal/rouei
（7）記録
事実関係や対応結果については、「緊急時対応記録」に記録する。
緊急事態に該当しない場合については、「是正処置報告書」に記録する。

【関連文書・様式】
・J.4.4.2「緊急時対応記録」
・J.7.1「是正処置報告書」

[bookmark: _Toc201070934]J.4.5.1文書化した情報（一般）
1.個人情報保護管理者は、PMSの基本となる次の要素に対応する書面を作成する。
a)個人情報保護方針
b)内部規程（本規程及び個人情報保護安全対策基準）
c)内部規程に定める手順上で使用する様式
d)計画書（J.3.3参照）
e)本規程が要求する記録（J.4.5.5参照）
f)その他、当社がPMSを実施する上で必要と判断した文書（記録を含む。）

【関連文書・様式】
・J.4.5.1-1「文書管理一覧表」
・J.4.5.1-2「記録一覧表」

[bookmark: _Toc201070935]J.4.5.2文書化した情報の管理
1.PMS及び構築・運用指針で要求されている文書化した情報は、次の事項を確実にするために管理する。
a)必要な時に、必要な所で、入手可能かつ利用に適した状態である。
b)十分に保護されている（例えば、機密性の喪失、不適切な使用及び完全性の喪失からの保護）。

2.文書化した情報の管理にあたっては、次の事項を実施する。
c)配付、アクセス、検索及び利用
d)読みやすさが保たれることを含む、保管及び保存
e)変更の管理（例えば、版の管理）
f)保持及び廃棄

3.PMSに必要となる外部からの文書化した情報は、必要に応じて特定し、管理する。

【コメント】
「PMSに必要となる外部からの文書化した情報」とは、例えば、J.1.2で利害関係者のニーズとして提示された契約書や作業指示書、遵守するよう求められた法令・ガイドライン等、外部から提供され、PMSを運用する上で参照する必要がある文書などが該当します。





[bookmark: _Toc201070936]J.4.5.3文書化した情報（記録を除く。）の管理
1.個人情報保護管理者は、構築・運用指針が要求する全ての文書化した情報（記録を除く。）を管理する手順として、次の事項を含め、2.～4.に定める。
a)文書化した情報（記録を除く。）の発行及び改正に関すること。
b)文書化した情報（記録を除く。）の改正の内容と版数との関連付けを明確にすること。
c)必要な文書化した情報（記録を除く。）が必要なときに容易に参照できること。
d)適切性及び妥当性に関する、適切なレビュー及び承認を行うこと。

2.文書化した情報（記録を除く。）の発行と改訂
個人情報保護管理者は、監査指摘事項、内外からの意見・苦情、当社の事業環境や社会情勢の変化等によりPMS文書を改訂する必要が生じたときは、改訂案の作成を「文書管理一覧表」に定める担当者に指示し、改訂案の適切性及び妥当性に関するレビューを実施し、該当する承認者の承認を得る。

3.文書化した情報（記録を除く。）の改訂と版数との関連付け
（1）J.4.5.1の1. b)に規定した内部規程の版数、作成日/改訂年月日、改訂内容は、各規程の「改訂履歴」欄に記述する。
（2）全てのPMS文書の文書管理番号、文書名、制定日、改訂日、版番号、承認者を「文書管理一覧表」に記述する。
記録を除くPMS文書の文書管理番号は英字1文字と2桁の連番で管理する。
（3）PMS文書には、文書管理番号と括弧内に版番号を記載する。
　　例）M10(1.0)

4.文書化した情報（記録を除く。）の参照
（1）個人情報保護管理者は、従業者が文書を閲覧できるよう、社内イントラネットへの掲載や、各部署への配付等の措置を講じる。
（2）文書は、常に最新版を閲覧又は使用できる状態とし、文書を改訂した場合は速やかに旧版を返却又は廃棄するよう関係者に指示する。

【関連文書・様式】
・J.4.5.1-1「文書管理一覧表」

[bookmark: _Toc201070937]J.4.5.4内部規程
1. 個人情報保護管理者は、次の事項を含む内部規程を文書化し、かつ、維持する。
a)個人情報を特定する手順に関する規定（本規程J.3.1.1）
b)法令、国が定める指針その他の規範の特定、参照及び維持に関する規定（本規程J.1.3）
c)個人情報保護リスクアセスメント及びリスク対応の手順に関する規定（本規程J.3.1.3、J.3.1.4）
d)当社の各部署及び階層における個人情報を保護するための権限及び責任に関する規定（本規程J.2.3.1、J.2.3.2）
e)緊急事態への準備及び対応に関する規定（本規程J.4.4.2）
f)個人情報の取得、利用及び提供に関する規定（本規程J.8）
g)個人情報の適正管理（データ内容の正確性の確保等、安全管理措置、従業者の監督、委託先の監督）に関する規定（本規程J.9、「個人情報保護安全対策基準」）
h)本人からの開示等の請求等への対応に関する規定（本規程J.10）
i)教育などに関する規定（本規程J.4.3）
j)文書化した情報の管理に関する規定（本規程J.4.5.1、J.4.5.2、J.4.5.3）
k)苦情及び相談への対応に関する規定（本規程J.11）
l)監視、測定、分析及び評価、並びに内部監査に関する規定（本規程J.6.1、J.6.2）
m)不適合及び是正処置に関する規定（本規程J.7）
n)マネジメントレビューに関する規定（本規程J.6.3）
o)内部規程の違反に関する罰則の規定（本規程J.9.3、就業規則）

2.個人情報保護管理者は、事業の内容に応じて、PMSが確実に適用されるように内部規程を改訂する。

[bookmark: _Toc201070938]J.4.5.5文書化した情報のうち、記録の管理
1.PMS及び構築・運用指針が要求する記録及び当社がPMSを実施する上で必要と判断した記録を作成し、管理する手順を以下に定める。
（1）以下に関連する記録について、保管部署、保管場所、保管期間を「記録一覧表」に定める。なお、保管部署、保管場所を定める際は、記録の機密性、完全性、可用性を考慮し、必要に応じて施錠管理、アクセス権限者を限定するなど、適切に保管管理する。
a)法令、国が定める指針及びその他の規範の特定に関する記録
「法令、国が定める指針その他の規範一覧」
b)個人情報の特定に関する記録
「個人情報取扱申請書」、「個人情報特定台帳」
c)個人情報保護リスクアセスメント及び個人情報保護リスク対応に関する記録
「リスク分析シート」
d)次の事項を含む管理策で要求する記録
　1)利用目的の特定に関する記録
「個人情報取扱申請書」、「個人情報特定台帳」
2)保有個人データに関する開示等（利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止又は消去、第三者提供の停止）の請求等への対応記録
　「保有個人データ開示等請求書」
3)第三者提供に係る記録
　「個人情報授受記録（委託・提供する場合）」
4)第三者提供に関する開示等の請求等への対応記録
「保有個人データ開示等請求書」
5)個人情報の適正管理への対応記録
　「個人情報お預り証」
「個人情報の取扱いに関する同意書（採用応募者用）」
「個人情報の取扱いに関する同意書（従業者用）」
「個人情報の利用目的変更に関する同意書」
「本人への連絡・接触に関する同意書」
「個人情報の第三者提供に関する同意書」
「個人情報取扱変更申請書」
「個人情報保護に関する誓約書」
　「委託先評価チェックシート」、「個人情報の取扱いに関する覚書」
「入退管理表」
「来客票」
e)教育などの実施記録
「個人情報保護教育実施報告書」
f)苦情及び相談対応の記録
「苦情相談窓口受付票」
g)緊急事態への対応記録
「緊急時対応記録」
h)監視、測定、分析及び評価の記録
「点検一覧表」
i)内部監査の記録
「内部監査チェックリスト（適合状況監査用）」
「内部監査チェックリスト（運用状況監査用）」
「内部監査報告書」
j)マネジメントレビューの記録
「マネジメントレビュー報告書」
k)不適合及び是正処置の記録
「是正処置報告書」

 (2)「記録一覧表」は、年一回（○月）に適切性を見直す。

【関連文書・様式】
・J.4.5.1-2「記録一覧表」

[bookmark: _Toc201070939]J.5運用
[bookmark: _Toc201070940]J.5.1運用
1.個人情報保護管理者は、PMSを確実に実施するためにJ.4.5.4の通り、内部規程を文書化する。

2.個人情報保護管理者は、本規程の要求事項を満たすため、J.3.2及びJ.3.3の通り、計画し、実施し、管理する。

3.個人情報保護管理者は、J.3.2及びJ.3.3で策定した計画を変更する場合、意図しない変更によって生じた結果をレビューし、必要に応じて、有害な影響を軽減する処置をとる。

4.委託先の監督については、本規程のJ.9.4に規定する。 

5.本項2.～4.の記録の管理については、本規程のJ.4.5.5に規定する。

[bookmark: _Toc201070941]J.6パフォーマンス評価
[bookmark: _Toc201070942]J.6.1監視、測定、分析及び評価
1.各部署の管理者が定期的に、及び適宜にPMSが適切に運用されていることを確認する手順を2.に定める。

2.各部署の管理者は、PMSが適切に運用されていることを確認するために、以下の内容を考慮し、点検項目、点検内容、点検時期及び点検結果等を「点検一覧表」に定める。
a)対象とするPMSの運用状況
b)a)で対象とした運用状況の監視、測定、分析及び評価の方法
c)a)で対象とした運用状況の監視及び測定の実施時期
d)a)で対象とした運用状況の監視及び測定の実施者
e)a)で対象とした運用状況の分析及び評価の時期
f)a)で対象とした運用状況の分析及び評価の実施者

3.各部署の点検担当者は、PMSの運用状況について、「点検一覧表」に定めた時期に点検を行い、点検結果を記録し、個人情報保護管理者に報告する。

4.不適合が発見された場合は、その詳細状況を確認し、必要に応じ、本規程J.7.1に定めた是正処置を実施する。

5.個人情報保護管理者は、監視及び測定の結果の証拠となる「点検一覧表」を利用可能な状態にする。

6.個人情報保護管理者は、「点検一覧表」をとりまとめ、必要に応じて適宜、及び本規程J.6.3に定めるマネジメントレビューへインプットし、代表者による、PMSが適正に実施されているかどうかの確認、改善項目の抽出に役立てる。

【関連文書・様式】
・J.6.1「点検一覧表」

[bookmark: _Toc201070943]J.6.2内部監査
1.個人情報保護監査責任者は、PMSの構築・運用指針への適合状況及びPMSの運用状況を、年一回（○月）に監査する。また、PMSに大幅な変更が生じた場合など、必要に応じて、臨時に監査を実施する。

2.代表者は、公平かつ客観的な立場にある個人情報保護監査責任者を当社の内部の者から指名し、監査の実施及び報告を行う責任及び権限を他の責任にかかわりなく与え、業務を行わせる。

3.個人情報保護監査責任者は、監査を指揮し、監査報告書を作成し、代表者に報告する。監査員の選定及び監査の実施においては、監査の客観性及び公平性を確保する。監査員は、自らの所属する部署の監査を行うことはできない。

4.監査の計画及び実施、結果の報告並びにこれに伴う記録の保持に関する手順を、以下に定める。
（1）監査計画
内部監査実施計画は、関連するプロセスの重要性及び前回までの監査の結果を考慮する。
また、監査目的、監査基準及び監査範囲を明確にする。
個人情報保護監査責任者は、毎年○月に、「内部監査年間計画書」を作成し、代表者の承認を得る。
監査員は、監査の実施にあたり「内部監査個別計画書」を作成し、個人情報保護監査責任者の承認を得る。個人情報保護監査責任者は、「内部監査個別計画書」により被監査部署に監査スケジュールを通知する。
【コメント】
監査範囲は、自らの事業の用に供する個人情報を取扱う全ての業務、従業者、情報システム等を含める必要があります。




（2）監査チェックリストの作成
監査員は、事前に以下のチェックリストを作成し、個人情報保護監査責任者の承認を得る。
①「監査チェックリスト（適合状況監査用）」：
「構築・運用指針」の確認項目、確認項目に対応するPMS文書名や項番を記録できるようにする。
②「監査チェックリスト（運用状況監査用）」：
本規程及び「個人情報保護安全対策基準」に規定した事項及びリスク分析の結果講じることとした対策について、関連部署で実施していることを確認できるようにする。
（3）監査の実施
①PMSの構築・運用指針への適合状況監査
「監査チェックリスト（適合状況監査用）」を用い、PMS文書の規定内容を監査する。
②PMSの運用状況監査
「監査チェックリスト（運用状況監査用）」を用い、個人情報保護管理者や事務局、及び各部署長へのヒアリング、関連記録の確認、現場確認を行い、PMSの運用状況を監査する。
（4）監査結果の報告
監査員は、監査結果を「内部監査報告書」にまとめ、個人情報保護監査責任者に提出する。
個人情報保護監査責任者は、各監査員から提出された「内部監査報告書」を取りまとめ、代表者に報告し承認を得る。
（5）記録の保持
内部監査実施計画及び内部監査結果の証拠となる文書化した情報は、個人情報保護監査責任者が○年間保管し、利用可能な状態にする。

【関連文書・様式】
・J.6.2-1「内部監査年間計画書」
・J.6.2-2「内部監査個別計画書」
・J.6.2-3「監査チェックリスト（適合状況監査用）」
・J.6.2-4「監査チェックリスト（運用状況監査用）」
・J.6.2-5「内部監査報告書」

[bookmark: _Toc201070944]J.6.3マネジメントレビュー
1.代表者は、当社のPMSが引き続き適切、妥当かつ有効であることを確実にするために、少なくとも年一回、及び必要に応じて適宜にマネジメントレビューを実施する。
　マネジメントレビューの実施に当たっては、次の事項を含むこと。
a)前回までのマネジメントレビューの結果を踏まえた見直しの状況
b)PMSに関連する外部及び内部の問題点の変化
c)以下の状況を踏まえた、現在のPMSの運用状況の評価
1)不適合及び是正処置
2)監視及び測定の結果
3)内部監査結果
4)個人情報保護目的の達成
d)利害関係者からのフィードバック
e)リスクアセスメントの結果及びリスク対応計画の状況
f)継続的改善の機会

2.マネジメントレビューは、以下の手順で行い、個人情報保護管理者が「マネジメントレビュー報告書」に記録する。
（1）代表者は、年一回（○月）に、個人情報保護管理者、個人情報保護監査責任者の他、必要に応じて事務局メンバーや各部署長を集め、マネジメントレビューを実施する。
（2）代表者は、参加者に、前項a）～f）について報告させる。
（3）代表者は、報告内容に対して、継続的改善の機会、及びPMSのあらゆる変更の必要性に関して改善指示を与える。
（4）関係者は、代表者の指示に基づき、改善を実施する。
（5）マネジメントレビューの結果の証拠となる文書化した情報は、事務局が○年間保管し、利用可能な状態にする。

3.代表者は、PMSの見直しを早急に行う必要があると判断した場合は、臨時でマネジメントレビューを実施する。

【関連文書・様式】
・J.6.3「マネジメントレビュー報告書」

[bookmark: _Toc201070945]J.7改善
[bookmark: _Toc201070946]J.7.1不適合及び是正処置
1.個人情報保護管理者は、次の事項を含めて、不適合に対する是正処置を実施するための責任及び権限を定める手順を内部規程として文書化する。 
a)その不適合に対処し、該当する場合には、必ず、次の事項を行う。 
1)その不適合を管理し、修正するための処置をとる。 
2)その不適合によって起こった結果に対処する。
b)次の事項によって、その不適合の原因を除去するための処置を検討する。 
1)その不適合を調査及び分析する。 
2)その不適合の原因を特定する。 
3)類似の不適合の有無、又はそれが発生する可能性を検討する。 
c)是正処置を計画し、計画された処置を実施する。 
d)実施された全ての是正処置の有効性を調査、分析及び評価する。 
e)必要な場合には、PMSの改善を行う。

2.次の情報等から不適合（類似の不適合を含む）を発見した場合は、是正処置を行う。
（1）リスクアセスメント及びリスク対策
（2）緊急事態の発生
（3）苦情や相談
（4）運用の確認
（5）内部監査
（6）外部機関による監査

3.是正処置の実施手順を、以下に定める。
（1）不適合の発見者は、「是正処置報告書」を作成し個人情報保護管理者に報告する。
個人情報保護管理者は内容を確認し、代表者の承認を得て不適合が発生した部署に是正を指示する。ただし、不適合の内容が是正処置まで要求されない場合であっても、その不適合を管理し、修正するための処置及びその不適合によって起こった結果に対処させる。
（2）当該部署長は、「是正処置報告書」において不適合の原因を特定の上、是正処置と実施期限を立案し、個人情報保護管理者の確認を得た後に代表者の承認を得る。
　　立案に当たっては、発見された不適合が他の所でも発生しないようにするための措置も検討に含めること。
（3）当該部署長は、承認された処置計画に従って、あらかじめ定めた期限内に処置を実施する。
（4）当該部署長は、処置の実施結果を「是正処置報告書」により個人情報保護管理者に報告する。
（5）個人情報保護管理者は、処置結果について有効性の確認を行い、「是正処置報告書」に記録し、代表者に報告する。
 (6）必要な場合には、PMSの改善を行う。
(7）是正処置の実施の証拠となる文書化した情報は、事務局が○年間保管し、利用可能な状態にする。

【関連文書・様式】
・J.7.1「是正処置報告書」

[bookmark: _Toc201070947]J.7.2継続的改善
1.当社は、本規程の運用を通して、PMSを継続的に改善する。

[bookmark: _Toc201070948]J.8取得、利用及び提供に関する原則
[bookmark: _Toc201070949]J.8.1利用目的の特定
1.個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定し、その目的の達成に必要な範囲内において行う。委託元から個人情報の取扱いの委託を受ける場合、委託元にその利用目的を確認するよう努める。

2.利用目的の特定に当たっては、取得した情報の利用及び提供によって本人の受ける影響を予測できるように、利用及び提供の範囲を可能な限り具体的に明らかにするよう配慮する。

3.個人情報の利用目的は「個人情報特定台帳」に特定し、特定した利用目的の範囲内で利用する。

【関連文書・様式】
・J.3.1.1-2「 個人情報特定台帳（受託業務）」
・J.3.1.1-3「 個人情報特定台帳（受託業務以外）」

[bookmark: _Toc201070950]J.8.2適正な取得
1.当社は、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得する。

2.個人情報の提供又は取扱いの委託を受ける場合、提供元又は委託元が適法かつ公正な手段によって個人情報を取得していることを確認し、その結果を「個人情報取扱申請書」又は「個人情報お預り証（委託・提供される場合）」に記録する。

3.当該個人情報が適正に取得されたことが確認できない場合には、その提供又は委託を受けないことを検討する。

【関連文書・様式】
・J.3.1.1-1「個人情報取扱申請書」
・J.8.2「個人情報お預り証（委託・提供される場合）」

[bookmark: _Toc201070951]J.8.3要配慮個人情報などの取得
1.要配慮個人情報の取得に際しては、要配慮個人情報の取得、利用、又は提供（要配慮個人情報のデータの提供含む）する旨について、あらかじめ書面によって明示し、書面によって本人の同意を得る。
なお、個人情報に、性生活、性的指向又は労働組合に関する情報が含まれる場合には、当該情報を要配慮個人情報と同様に取り扱うこと。
ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合には、本人の同意を得ることを要しない。
a)法令に基づく場合
b)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
c)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
d)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
e)当該要配慮個人情報が、法令等により個人情報取扱事業者の義務などの適用除外とされている者及び個人情報保護委員会規則で定めた者によって公開された要配慮個人情報であるとき
f)本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場
　合
g)特定した利用目的の達成に必要な範囲内において、要配慮個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該要配慮個人情報の提供を受けるとき
h)合併その他の事由による事業の承継に伴って要配慮個人情報の提供を受ける場合であって、承継前の利用目的の範囲内で当該要配慮個人情報を取り扱うとき
i)J.8.7のd)によって、特定の者との間で共同して利用される要配慮個人情報を当該特定の者から提供を受けるとき
j)個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）
k)学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき（当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）（当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。） 

2.要配慮個人情報を、あらかじめ書面により本人の同意を得て取得する場合は、「個人情報取扱申請書」により個人情報保護管理者の承認を得る。

3.明示的な本人同意を得る手順は、J.8.5に規定する。

4.ただし書きに該当するため、本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得する場合は、「個人情報取扱申請書」により個人情報保護管理者の承認を得る。

【関連様式】
・J.3.1.1-1 「個人情報取扱申請書」

[bookmark: _Toc201070952]J.8.4個人情報を取得した場合の措置
1.個人情報を取得した場合は、あらかじめ、その利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知するか、又は公表する。
ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合には、本人への利用目的の通知又は公表は要しない。
a)利用目的を本人に通知するか、又は公表することによって本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
b)利用目的を本人に通知するか、又は公表することによって当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
c)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知するか、又は公表することによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
d)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合｡

2.新規の種類の個人情報を取得する場合には、「個人情報取扱申請書」により個人情報保護管理者の承認を得る。

3.個人情報を取得する際は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は当社の個人情報の取扱いに関する掲示文書、ホームページ上の「個人情報の取扱いについて」等で公表する。

4.ただし書きを適用し、本人への利用目的の通知又は公表を行わない場合は、「個人情報取扱申請書」により個人情報保護管理者の承認を得る。

【関連様式】
・J.3.1.1-1 「個人情報取扱申請書」
・J.8.4 「個人情報の取扱いについて」

[bookmark: _Toc201070953]J.8.5 J.8.4のうち本人から直接書面によって取得する場合の措置
1.本人から、書面に記載された個人情報を直接取得する場合には、少なくとも、次に示す事項又はそれと同等以上の内容の事項を、あらかじめ、書面によって本人に明示し、書面によって本人の同意を得る。
a)当社の名称
b)個人情報保護管理者(若しくはその代理人)の氏名又は職名、所属及び連絡先
c)利用目的
d)個人情報を第三者に提供することが予定される場合の事項
－第三者に提供する目的
－提供する個人情報の項目
－提供の手段又は方法
－当該情報の提供を受ける者又は提供を受ける者の事業者の種類、及び属性
－個人情報の取扱いに関する契約がある場合はその旨
e)個人情報の取扱いの委託を行うことが予定される場合には、その旨
f)J.10.4～J.10.7に該当する場合には、その請求等に応じる旨及び問合せ窓口
【コメント】
[bookmark: _Hlk172290576][bookmark: _Hlk172290577]f)に関する通知内容には、「第三者提供記録の開示」も含まれる旨明記することが望まれます。



g)本人が個人情報を与えることの任意性及び当該情報を与えなかった場合に本人に生じる結果
h)本人が容易に知覚できない方法によって個人情報を取得する場合には、その旨
ただし、以下の場合は、本人に明示し、本人の同意を得ることを要しない。
・人の生命、身体若しくは財産の保護のために緊急に必要がある場合
・以下のいずれかに該当し、J.8.4の措置を要しない場合
1)利用目的を本人に通知し、又は公表することによって本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2)利用目的を本人に通知し、又は公表することによって当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

2.本人から、書面に記載された個人情報を直接取得する場合は、採用応募者には「個人情報の取扱いに関する同意書（採用応募者用）」を、従業者には「個人情報の取扱いに関する同意書（従業者用）」を明示し、書面によって本人の同意を得る。

3. ホームページから取得する場合は、ホームページ入力フォームにて「個人情報の取扱いについて」を明示し、同意欄へのチェックにより、個人情報の取り扱いに関する同意を得る。

4.上記以外の場合は、上記書面を参考に同意書を作成し、この内容について個人情報保護管理者の承認を得た上で、当該書面を本人に明示し、書面によって本人の同意を得る。

5.ただし書きに該当するため、本人への書面による明示と書面による本人の同意取得を行わない場合は、「個人情報取扱申請書」により個人情報保護管理者の承認を得る。

【関連様式】
・J.3.1.1-1「個人情報取扱申請書」
・J.8.4「個人情報の取扱いについて」
・J.8.5-1「個人情報の取扱いに関する同意書（採用応募者用）」
・J.8.5-2「個人情報の取扱いに関する同意書（従業者用）」

[bookmark: _Toc201070954]J.8.6利用に関する措置
1.当社は、特定した利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を利用する。個人情報を利用する場合には、本人の同意の有無に関わらず、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるものを除くこととする。

2.特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用する場合は、あらかじめ、少なくとも、J.8.5のa)～f) に示す事項又はそれと同等以上の内容の事項を本人に通知し、本人の同意を得る。
ただし次のa)～f) のいずれかに該当する場合には、本人の同意を得ることを要しない。
a)法令に基づく場合
b)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
c)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
d)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
e)当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）
f)学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）

3. 特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用する場合、「個人情報取扱変更申請書」に次の事項を記入し、個人情報保護管理者の承認を得る。
（1）特定した利用目的の達成に必要な範囲を超える理由
（2）当初の利用目的と変更する利用目的
（3）本人から同意を取得する場合はその方法
（4）2.のただし書きを適用するため、本人への通知と同意取得を行わないことの可否

4.本人から同意を得る場合は、「個人情報の利用目的変更に関する同意書」を使用し、本人に通知し、本人の同意を得る。

【関連様式】
・J.8.6-1「個人情報取扱変更申請書」
・J.8.6-2「個人情報の利用目的変更に関する同意書」

[bookmark: _Toc201070955]J.8.7本人に連絡又は接触する場合の措置
1.個人情報を利用して本人に連絡又は接触する場合には、本人に対して、J.8.5のa)～f) に示す事項又はそれと同等以上の内容の事項、及び取得方法を通知し、本人の同意を得る。
ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、本人に通知し、本人の同意を得ることを要しない。
a)J.8.5の措置において、あらかじめ、利用目的として個人情報を利用して本人に連絡又は接触することを含め、J.8.5のa)～f)に示す事項又はそれと同等以上の内容の事項を明示し、既に本人の同意を得ているとき
b)個人情報の取扱いの全部又は一部を委託された場合であって、当該個人情報を、その利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱うとき
c)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供され、個人情報を提供する事業者が、既にJ.8.5のa)～f)に示す事項又はそれと同等以上の内容の事項を明示又は通知し、本人の同意を得ている場合であって、承継前の利用目的の範囲内で当該個人情報を取り扱うとき
[bookmark: _Hlk172290662]d)個人情報が特定の者との間で適法かつ公正な手段によって、共同して利用されている場合であって、以下の1)～5)に示す事項を、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、共同して利用する者との間で共同利用について契約によって定めているとき
1)共同して利用すること
2)共同して利用される個人情報の項目
3)共同して利用する者の範囲
4)共同して利用する者の利用目的
5)共同して利用する個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名




【コメント】
旧構築・運用指針（2017版）では、共同利用することに関して「同意」が必要でしたが、構築・運用指針（改定版）では、「同意」は不要となりました。
なお、「共同利用について契約によって定める」とは、共同して利用する者の間で、共同して利用する者の要件、各共同して利用する者の個人情報取扱責任者・問合せ担当者及び連絡先、共同利用する個人情報の取扱いに関する事項、共同利用する個人情報の取扱いに関する取決めが遵守されなかった場合の措置、共同利用する個人情報に関する事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項、共同利用を終了する際の手続等をあらかじめ取り決めておくとともに、その内容を契約書、確認書、覚書等の手段によって残すことを指します。






e)J.8.4のd)に該当する場合に取得した個人情報を利用して、本人に連絡又は接触するとき
f)法令に基づく場合
g)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
h)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
i)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

2.個人情報を利用して本人に連絡又は接触する場合には、個人情報の取得時は「個人情報取扱申請書」に、個人情報の取得後は「個人情報取扱変更申請書」に次の事項を記載し、個人情報保護管理者の承認を得る。
（1）本人に連絡又は接触する理由
（2）本人から同意を取得する場合はその方法
（3）1.のただし書きに該当するため、本人への通知と同意取得を行わないことの可否

3.本人から同意を得る場合は、「本人への連絡・接触に関する同意書」を使用し、本人に通知し、本人の同意を得る。

4.1.のただし書きd)を適用する場合は、ただし書きd)の小項目について共同利用者との間で取り決め、個人情報保護管理者の承認後、本人に通知し、又は当社のホームページ等に掲載する。

【関連様式】
・J.3.1.1-1「個人情報取扱申請書」
・J.8.6-1「個人情報取扱変更申請書」
・J.8.7「本人への連絡・接触に関する同意書」

[bookmark: _Toc201070956]J.8.8個人データの提供に関する措置
1. 個人データを第三者に提供する場合には、あらかじめ、本人に対して、当該個人データを第三者に提供することに関してJ.8.5の a)～d) に示す事項又はそれと同等以上の内容の事項、及び取得方法を通知し、本人の同意を得る。
ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、本人に通知し、本人の同意を得ることを要しない。 
a)J.8.5の規定によって、個人データを第三者に提供することに関して、既にJ.8.5のa)～d)の事項又はそれと同等以上の内容の事項を本人に明示し、本人の同意を得ているとき、またはJ.8.7の規定によって、既にJ.8.5のa)～d)の事項又はそれと同等以上の内容の事項を本人に通知し、本人の同意を得ているとき
b)本人の同意を得ることが困難な場合、かつ本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、法令等が定める手続に基づいた上で、次に示す事項又はそれと同等以上の内容の事項を、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たとき。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は偽りその他不正の手段により取得された個人データ若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項b)の規定により提供されたもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）である場合は、この限りでない。
1)第三者への提供を行う事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人あっては、その代表者の氏名
2)第三者への提供を利用目的とすること
3)第三者に提供される個人データの項目
4)第三者に提供される個人データの取得の方法
5)第三者への提供の方法
6)本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
7)本人の求めを受け付ける方法
8)第三者に提供される個人データの更新の方法
9)当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日
c)特定した利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供されるとき
d)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合であって、承継前の利用目的の範囲内で当該個人データを取り扱うとき
e)J.8.7のd)によって、特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供されるとき
f)法令に基づく場合
g)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
h)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
i)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
j)個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき（個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）
k)個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき（個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）（個人情報取扱事業者と第三者が共同して学術研究を行場合に限る。）
l)第三者が学術研究機関等である場合であって、第三者が個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき（個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）

2.個人情報を第三者に提供する場合には、個人情報の取得時は「個人情報取扱申請書」に、個人情報の取得後は「個人情報取扱変更申請書」に次の事項を記載し、個人情報保護管理者の承認を得る。
（1）個人情報を第三者に提供する理由
（2）本人から同意を取得する場合はその方法
（3）1.のただし書きに該当するため本人への通知と同意取得を行わないことの可否

3.本人から同意を得る場合は、「個人情報の第三者提供に関する同意書」を使用し、本人に通知し、本人の同意を得る。

4.ただし書きe)を適用する場合には、J.8.7のただし書きd)の小項目について、共同利用者との間で「共同利用に関する契約書」を締結する。 

【関連文書・様式】
・J.3.1.1「個人情報取扱申請書」
・J.8.6-1「個人情報取扱変更申請書」
・J.8.8「個人情報の第三者提供に関する同意書」

[bookmark: _Toc201070957]J.8.8.1外国にある第三者への提供の制限
【コメント】
①②の該当する方を選択して規定してください。選択しなかった方は削除してください。



①外国にある第三者への提供を行わない場合
1.当社では、外国にある第三者へ個人データの提供を行わない。

②外国にある第三者への提供を行う場合
1.外国にある第三者に個人データを提供する場合、以下のいずれかを満たすこと。
ただし、J.8.8のf)～l)のいずれかに該当する場合はこれに限らない。
a)あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意がある場合
b)個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者への提供をする場合
c)個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にある外国として個人情報保護委員会規則で定める国・地域にある第三者への提供をする場合

2. 1.のa)によって外国にある第三者に個人データを提供する場合は、あらかじめ、法令等の定めるところによって、次に掲げる事項について、当該本人に必要な情報を提供する。
d)当該外国の名称
e)適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
f)当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
g)d)～f)に定める事項が特定できない場合、その旨及びその理由
h)g)に該当する場合であって、d)～f)の事項に代わる本人に参考となるべき情報がある場合には、当該情報
i)g)及びh)に該当する場合について情報提供できない場合には、g)及びh)に定める事項に代えて、その旨及びその理由

3. 1.のb)によって外国にある第三者に個人データを提供する場合には、あらかじめ、法令等の定めるところによって、次に掲げる事項について、必要な措置を講じること。
j)当該第三者による相当措置の実施状況並びに相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその内容について、適切かつ合理的な方法による定期的な確認
k)当該第三者による相当措置の実施に支障が生じたときは、必要かつ適切な措置を講ずるとともに、当該相当措置の継続的な実施の確保が困難となったときは、個人データの当該第三者への提供の停止
l)本人の求めを受けた場合には、情報提供することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合を除き、遅滞なく、以下の情報の提供
1)当該第三者による体制の整備の方法
2)当該第三者が実施する相当措置の概要
3)j)による確認の頻度及び方法
4)当該外国の名称
5)当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその概要
6)当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要
7)6)の支障に関して、k)により講ずる措置の概要

4. 3.のl)で、本人の求めに係る情報の全部又は一部について提供しない旨の決定をしたときは、本人に対して、遅滞なく、その旨を通知するとともに、その理由を説明する。

5.法令等の定めに基づき、外国にある第三者に個人データを提供する場合には、個人情報の取得時は「個人情報取扱申請書」に、個人情報の取得後は「個人情報取扱変更申請書」に次の事項を記載し、個人情報保護管理者の承認を得る。
（1）個人情報を法令等の定めに基づき外国にある第三者に個人データを提供する理由
（2）本人から同意を取得する場合はその方法
（3）ただし書きに該当するため本人への通知と同意取得を行わないことの可否

6.ただし書き以外で、外国にある第三者に個人データを提供する場合には、「個人情報の第三者提供に関する同意書」に、外国にある第三者への提供を行う旨を追記し、本人の同意を得る。

【関連様式】
・J.3.1.1-1「個人情報取扱申請書」
・J.8.6-1「個人情報取扱変更申請書」
・J.8.8「個人情報の第三者提供に関する同意書」

[bookmark: _Toc201070958]J.8.8.2第三者提供に係る記録の作成等
1.個人データを第三者に提供したときは、法令等の定めるところによって記録を作成し、当該記録を必要な期間保管する。
ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、記録の作成を要しない。
a)特定した利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供されるとき
b)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合であって、承継前の利用目的の範囲内で当該個人データを取り扱うとき
c)J.8.7のd)によって、特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供されるとき
d)法令に基づく場合
e)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
f)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
g)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
h)個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき（個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）
i)個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき（個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）（個人情報取扱事業者と第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。）
j)第三者が学術研究機関等である場合であって、第三者が個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき（個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）

2.個人データを提供したときに、提供先が実施する第三者提供を受ける際の確認等に対し、適切に応じる。

3. 個人データを第三者に提供したときは、法令に定められた項目を、「個人情報授受記録（委託・提供する場合）」の特記事項欄に記録する。

4.1.のただし書きに該当する場合は、「個人情報授受記録」への記録は要しないが、ただし書きa)のうち、当社が委託された個人データの取扱いを再委託する場合はこの限りではない。それ以外のただし書きに該当する場合は、個人情報の取得時は「個人情報取扱申請書」に、個人情報の取得後は「個人情報取扱変更申請書」にて、個人情報保護管理者の承認を得る。

【関連様式】
・J.3.1.1-1「個人情報取扱申請書」
・J.8.6-1「個人情報取扱変更申請書」
・J.9.2-5「個人情報授受記録（委託・提供する場合）」

[bookmark: _Toc201070959]J.8.8.3第三者提供を受ける際の確認等
1.第三者から個人データの提供を受けるに際しては、法令等の定めるところによって確認し、当該記録を必要な期間保管する。
ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、確認を要しない。
a)特定した利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いの全部又は一部を委託されることに伴って当該個人データの提供を受けたとき
b)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データの提供を受けた場合であって、承継前の利用目的の範囲内で当該個人データを取り扱うとき
c)J.8.7のd)によって、特定の者との間で共同して利用される個人データを当該特定の者から提供を受けたとき
d)法令に基づく場合
e)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
f)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
g)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
h)個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき（個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）
i)個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき（個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）（個人情報取扱事業者と第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。）
j)第三者が学術研究機関等である場合であって、第三者が個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき（個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）

2.第三者から個人データの提供を受ける際、法令に定められた項目を、「個人情報お預り証（委託・提供される場合）」の特記事項欄に記録する。

3.ただし書きに該当する場合は、個人データの確認や「個人情報お預り証（委託・提供される場合）」への記録は要しないが、ただし書きa)のうち、当社の受託業務において個人データを委託される場合はこの限りではない。それ以外のただし書きに該当する場合は、個人情報の取得時は「個人情報取扱申請書」に、個人情報の取得後は「個人情報取扱変更申請書」にて、個人情報保護管理者の承認を得る。

【関連様式】
・J.3.1.1-1「個人情報取扱申請書」
・J.8.6-1「個人情報取扱変更申請書」
・J.9.2-5「 個人情報授受記録（委託・提供する場合）」
・J.8.2「個人情報お預り証（委託・提供される場合）」

[bookmark: _Toc201070960]J.8.8.4個人関連情報の第三者提供の制限等
【コメント】
①②の該当する方を選択して規定してください。選択しなかった方は削除してください。



①個人関連情報の第三者提供を行わない場合
1.当社では、個人関連情報の第三者提供を行わない。

②個人関連情報の第三者提供を行う場合
1.第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定される場合、次に示す事項又はそれと同等の事項を、あらかじめ、本人に対して通知又は明示し、本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の同意を得る。
《同意を取得する主体が個人関連情報の提供先である場合に、提供先が本人に対して通知又は明示する事項》
1)提供先の事業者の名称又は氏名
2)提供先の事業者の個人情報保護管理者（若しくはその代理人）の氏名又は職名、所属及び連絡先
3)個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得した後の利用目的
4)個人関連情報の項目
5)個人関連情報の取得方法
6)個人関連情報の取扱いに関する契約がある場合はその旨

《同意を取得する主体が個人関連情報の提供元である場合に、提供元が本人に対して通知又は明示する事項》
1)提供元の事業者の名称又は氏名
2)提供元の事業者の個人情報保護管理者（若しくはその代理人）の氏名又は職名、所属及び連絡先
3)個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得した後の利用目的
4)個人関連情報の項目
5)提供する手段又は方法
6)個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得する者
7)個人関連情報の取扱いに関する契約がある場合はその旨

2. 第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定される場合、当該個人関連情報を当該第三者に提供するに際しては、J.8.8のf)～l)のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ、次に掲げる事項又はそれと同等以上の内容の事項について、法令等の定めるところによって、確認を行う。
a)1.に基づき、当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
b)外国にある第三者への提供にあっては、a)の本人の同意を得ようとする場合において、法令等で定めるところによって、あらかじめ、以下の1)～3)に示す事項について、当該本人に提供されていること。
1)当該外国の名称
2)当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
3)当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報

3. 個人関連情報を外国にある第三者に提供した場合には、J.8.8.1で定めるところによって、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講じる。

4. 以下の事項について、確認の記録を作成、保管する。
《個人関連情報の提供元の確認の記録事項》
c)a)で本人の同意が得られていることを確認した旨及び外国にある第三者への提供にあっては、b)で本人に情報の提供が行われていることを確認した旨
d)個人関連情報を提供した年月日
e)当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
f)当該個人関連情報の項目

《個人関連情報の提供先の確認の記録事項》
g)a)で本人の同意が得られている旨及び外国にある個人情報取扱事業者にあっては、b)で本人に情報の提供が行われている旨
h)当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
i)当該個人データ（個人関連情報）によって識別される本人の氏名その他当該本人を特定するに足りる事項
j)当該個人関連情報の項目

5.ただし書きを適用する場合は、「個人情報取扱申請書」等で個人情報保護管理者等の承認を得る。

【関連様式】
・J.3.1.1-1「個人情報取扱申請書」

[bookmark: _Toc201070961]J.8.9匿名加工情報
【コメント】
①②の該当する方を選択して規定してください。選択しなかった方は削除してください。



①匿名加工情報の取扱いを行わない場合
1.当社では、匿名加工情報の取扱いを行わない。

②匿名加工情報の取扱いを行う場合
1.匿名加工情報の取扱いを行う場合には、以下の事項に関する適切な取扱いを行う手順を内部規程として文書化する。
  a)適切な加工方法の決定、及び加工の実施 
b)加工方法等情報の安全管理措置 
c)匿名加工情報を作成、及び提供することに関する公表 
d)匿名加工情報の取扱いにおいて識別行為を防止する措置 
e)匿名加工情報の安全管理、苦情処理、その他の適正な取扱いのための措置、及び当該措置の公表

[bookmark: _Toc201070962]J.8.10仮名加工情報
【コメント】
①②の該当する方を選択して規定してください。選択しなかった方は削除してください。



①仮名加工情報の取扱いを行わない場合
1.当社では、仮名加工情報の取扱いを行わない。

②仮名加工情報の取扱いを行う場合
1.仮名加工情報の取扱いを行う場合は、以下の通りとする。
(1) 仮名加工情報を取り扱う場合には、適切な取扱いを行う手順を内部規程として文書化すること。
(2) 仮名加工情報を作成する場合には、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工すること。
(3) 仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じること。
(4) 仮名加工情報を利用する場合には、以下を実施すること。
a)利用目的をできる限り特定し、法令に基づく場合を除くほか、その目的の達成に必要な範囲内において行うこと
b)あらかじめその利用目的を公表している場合及び法令に基づく場合、又はJ.8.4のa)～d)のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、その利用目的を公表すること
c)仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合しないこと
d)電話をかけ、郵便若しくは信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用しないこと
(5) 仮名加工情報を提供する場合には、以下の場合に限定すること。
e)仮名加工情報の取扱いの全部又は一部を、J.9.4と同等の措置を講じたうえで委託する場合
f)仮名加工情報が特定の者との間でで、適法かつ公正な手段によって、共同して利用されている場合であって、以下の1)～5)に示す事項をあらかじめ公表するとともに、共同して利用する者との間で共同利用について契約によって定めているとき
1)共同して利用すること
2)共同して利用される仮名加工情報の項目
3)共同して利用する者の範囲
4)共同して利用する者の利用目的
5)共同して利用する仮名加工情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
g)合併その他の事由による事業の継承に伴って仮名加工情報を提供する場合
h)法令に基づく場合
(6) 仮名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な対応を行うこと。
(7) 仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去すること。

[bookmark: _Toc201070963]J.9適正管理
[bookmark: _Toc201070964]J.9.1正確性の確保
1.個人情報を取り扱う部署は、必要に応じて業務手順書等を作成し、以下の事項を定める。
（1）個人データの入力、訂正、正確性の検証における作業責任者の責任及び権限
（2）個人データの入力、訂正に際しての誤入力防止措置、照合及び確認措置（人的チェック、2度入力後データ照合など）
（3）個人データの誤りや不整合を発見するための措置（定期棚卸点検など）
（4）個人データが正確かつ最新であることを検証する措置（定期棚卸点検など）
（5）必要に応じて訂正するための手順
（6）作業記録の保管期間を含む保管手順

2.「個人情報特定台帳」に定めた利用期限を超えて個人データを利用してはならない。また、保管期限を超えて保管してはならない。

3.保管期限が経過した個人データを消去する場合は、「個人情報お預り証（委託・提供される場合）」や作業指示書等の伝票類に記録する。

4.個人データの毀損、滅失に備え、「個人情報保護安全対策基準」の定めに従い、バックアップをとる。

【関連様式】
・J.3.1.1-1「個人情報取扱申請書」
・J.9.2-5「 個人情報授受記録（委託・提供する場合）」
・J.8.2「個人情報お預り証（委託・提供される場合）」

[bookmark: _Toc201070965]J.9.2安全管理措置
1.個人情報保護管理者は、その取り扱う個人情報の個人情報保護リスクに応じて、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために、組織的、人的、物理的及び技術的な、必要かつ適切な措置を講じる。
個人情報保護管理者は、必要な安全管理措置を「個人情報保護安全対策基準」に定める。

2.外部サービス（クラウドサービス）を利用する場合であって、当該サービス提供事業者が当該個人データを取り扱わないことになっているサービスを利用する場合は、適切な安全管理措置が図られるよう、「クラウドサービス評価チェックシート」により、あらかじめサービス内容の把握、評価等を行ったうえで選定すること。 
（1）クラウドサービスを利用する当社の利用部署は自ら負うリスクを鑑みたうえで、クラウドサービス提供事業者との間で締結するSLA（Service Level Agreement）や利用規約等の内容を十分に検討しリスクの低減や回避を図ること。
（2）クラウド上に保管している個人情報等のデータが、法律や省令（e-文書法等）で保存義務が定められていないデータ（原本が紙である、法的保管期限を経過したデータ等）である場合は、事業継続を踏まえたリスク分析及びリスク対策を実施したうえで利用すること（別途バックアップを取得・保管するなど）。

3.配送業、倉庫業、廃棄業、データセンターなどのサービスを利用する場合であって、それらの事業者が個人情報を取扱っていることを認識することなく預かっている場合であっても、当社が個人情報であることを認識している場合は、自社の安全管理措置と同等がそれ以上の安全管理措置が講じられていること確認するために、J.9.4の「委託先評価チェックシート」により当該事業者の評価を行い、個人情報保護管理者の承認を得る。
【コメント】
構築・運用指針（改定版）では、外部サービス（クラウドサービス）利用時の安全管理措置が追加されました。J.9.4の委託先の監督に含めて管理している場合は、その旨規定してください。




【関連文書・様式】
・J.9.4-2「委託先評価チェックシート（企業用）」
・J.9.4-3「委託先評価チェックシート（個人事業主用）」
・J.9.4-4「クラウドサービス評価チェックシート」

[bookmark: _Toc201070966]J.9.3従業者の監督
1.総務部署は、従業者が入社する際に「個人情報保護に関する誓約書」の提出を求める。

[bookmark: _Hlk172306118]2.従業者が当社のPMSに違反した場合、「就業規則」に従って、懲戒処分等の対象となることがある。

3.個人情報の取扱いに関する従業者の監督としてモニタリングを実施する場合、次の点に留意する。
（1）モニタリングの目的、すなわち取得する個人情報の利用目的をあらかじめ特定し、従業者に明示する。
（2）モニタリングの実施に関する責任者とその権限を定める。
（3）モニタリングを実施する場合は、あらかじめモニタリング実施について定めた「個人情報保護安全対策基準」に従い、事前に社内に徹底する。
（4）モニタリングの実施状況については、適正に行われていることを運用の確認、又は監査で確認する。
　　
4.従業者が退社する際、「退社時の資産返却・アカウント削除チェックリスト」を用い、貸与した資産の返却、アカウントの削除等を確認する。

【関連文書・様式】
・J.9.3-1「個人情報保護に関する誓約書」
・J.9.3-2「【参考】退職時の資産返却・アカウント削除チェックリスト」
・「就業規則」

[bookmark: _Toc201070967]J.9.4委託先の監督
1.委託先選定基準は、以下の手順により行う。
(1) 選定基準の作成
個人情報を委託する部署の部署長は、事務局と協議し、委託先が十分な個人情報の保護水準を満たしていることを確認するための評価項目及び合否判断基準を「委託先評価チェックシート」に定め、個人情報保護管理者の承認を得る。「委託先評価チェックシート」の評価項目には、委託業務の特性や重要性に応じ、評価必須項目を設ける。
なお、クラウドサービスの利用については、評価項目及び合否判断基準を「クラウドサービス評価チェックシート」に定める。
(2) 選定基準の見直し
部署長は、「委託先評価チェックシート」「クラウドサービス評価チェックシート」に定めた選定基準が適切かどうか、年一回（○月）及び必要に応じ随時見直しを行い、個人情報保護管理者の承認を得る。

2.委託先の評価は、以下の手順により行う。
(1) 委託先の選定評価
個人情報取扱い業務を新たに委託する場合（既存委託先に別の個人情報取扱い業務を委託する場合を含む）、部署長は、事前に「委託先評価チェックシート」により当該委託先の評価を行い、個人情報保護管理者の承認を得る。
評価結果に不備がある場合は、委託先に是正を指示し、是正内容を確認後に委託の可否について個人情報保護管理者が最終判断をする。
なお、クラウドサービスの利用については、個人情報の取扱いを委託する（クラウドサービス提供事業者が個人データへアクセスする）か否かを「クラウドサービス評価チェックシート」により確認し、個人情報の取扱いを委託する場合は、3.の契約を締結する、又は利用規約を確認することで委託可能とする。
(2) 委託先の再評価
部署長は、年一回（○月）に1.の(2)により見直した「委託先評価チェックシート」「クラウドサービス評価チェックシート」を用いて委託先の再評価を行い、個人情報保護管理者の承認を得る。

3．契約の締結は、以下の手順により行う。
(1) 契約書の作成
部署長は、委託先の選定評価後、以下のa)～h)の項目を盛り込んだ「個人情報の取扱いに関する覚書」を委託先と締結する。
a)委託者及び受託者の責任の明確化
b)個人データの安全管理に関する事項
c)再委託に関する事項
d)個人データの取扱状況に関する委託者への報告の内容及び頻度
e)契約内容が遵守されていることを委託者が、定期的に、及び適宜に確認できる事項
f)契約内容が遵守されなかった場合の措置
g)事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項
h)契約終了後の措置
(2) 契約書の保管
契約書の管理は部署長とし、委託先と締結した「個人情報の取扱いに関する覚書」等の書面を、少なくとも個人データの保有期間にわたり保存する。
(3) 個人情報保護管理者は、当該契約を締結した委託先を「個人情報委託先一覧表」に登録する。
(4) 委託契約に基づき、委託先を適切に監督する。 

【関連様式】
・J.9.4-1「個人情報委託先一覧表」
・J.9.4-2「委託先評価チェックシート（企業用）」
・J.9.4-3「委託先評価チェックシート（個人事業主用）」
・J.9.4-4「クラウドサービス評価チェックシート」
・J.9.4-5「個人情報の取扱いに関する覚書」

[bookmark: _Toc201070968]J.10個人情報に関する本人の権利
[bookmark: _Toc201070969]J.10.1個人情報に関する権利
1.保有個人データに関して、本人又は代理人から開示等の請求等を受け付けた場合は、J.10.4～J.10.7の規定によって、遅滞なくこれに応じる。また J.8.2.2 及びJ.8.2.3で作成した第三者提供記録に関して、本人から開示等の請求等を受けた場合、J.10.5の規定によって、遅滞なくこれに応じること。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、保有個人データ又は第三者提供記録には当たらない。 
a)当該個人データ又は当該第三者提供記録の存否が明らかになることによって、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれのあるもの
b)当該個人データ又は当該第三者提供記録の存否が明らかになることによって、違法又は不当な行為を助長する、又は誘発するおそれのあるもの
c)当該個人データ又は当該第三者提供記録の存否が明らかになることによって，国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの
d)当該個人データ又は当該第三者提供記録の存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全及び秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの

2.「個人情報保護基本規程」J.10.1のただし書きを適用し、保有個人データ又は第三者提供記録として取り扱わない場合は、「保有個人データ開示等請求書」により個人情報保護管理者の承認を得る。

【関連様式】
・J.10.1「保有個人データ開示等請求書」

[bookmark: _Toc201070970]J.10.2開示等の請求等に応じる手続
1. 保有個人データ又は第三者提供記録の開示等の請求等に応じる手続は以下の通りとする。
（1）開示等の請求等の申出先： 苦情相談窓口
（2）開示等の請求等に際して提出すべき書面：「保有個人データ開示等請求書」
（3）開示等の請求等をする者が、本人又は代理人であることの確認の方法：
①本人の場合：本人確認書類（運転免許証、パスポート、健康保険証等）の写し
②代理人の場合：①の書類、代理人の本人確認書類、委任状
（4）本規程J.10.4保有個人データの利用目的の通知）又はJ.10.5保有個人データの開示による場合の手数料：原則､徴収しない。
（5）ただし書きを適用する場合は、事前に「保有個人データ開示等請求書」で個人情報保護管理者等の承認を得ること。

【関連様式】
・J.10.1「保有個人データ開示等請求書」
※初版にありました2.開示等の求めに応じる具体的な手順は削除しました。

[bookmark: _Toc201070971]J.10.3保有個人データ又は第三者提供記録に関する事項の周知など
1.当社は、当該保有個人データ又は第三者提供記録に関し、次の事項を本人の知り得る状態（本人の請求などに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置く。 
a)当社の名称及び住所、代表者の氏名
b)個人情報保護管理者(若しくはその代理人)の氏名又は職名、所属及び連絡先
c)全ての保有個人データの利用目的(J.8.4のa)～c)までに該当する場合を除く。)
d)保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
e)当社が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先
f)J.10.2によって定めた手続
g)保有個人データの安全管理のために講じた措置（本人の知り得る状態に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。）

2.J.10.3の事項について、本人又は代理人から求めがあった場合に「当社が保有する保有個人データについて」を送付する旨を、ホームページの「個人情報の取扱いについて」で公表する。

【関連様式】
・J.8.4「個人情報の取扱いについて」
・J.10.3「当社が保有する保有個人データについて」
	[bookmark: _Hlk164687122]【コメント】
ホームページでの公表例：

1. 当社の名称、住所及び代表者の氏名
・名称：○○株式会社
　住所 〒XXX-XXXX　東京都○○区
　法人の代表者の氏名　代表取締役社長　○○

2. 当社の個人情報保護管理者の職名、所属及び連絡先
・個人情報保護管理者：○○管理部長、連絡先：苦情・相談窓口
　電話：：XXXX-XXXX-XXXX　　FAX:：XXXX-XXXX-XXXX

3. 当社の保有個人データの利用目的
　・当社は、以下の保有個人データを開示対象としています。
・従業者、退職者の人事・労務管理情報（退職、退任者を含む）
・採用応募者の応募情報
・来訪者の氏名・会社名・所属等の情報
・お客様よりの当社へのお問合せの情報

4. 保有個人データの取り扱いに関する苦情の申出先
・苦情・相談窓口：○○管理部、電話番号：XXXX-XXXX-XXXX

・当社が所属する認定個人情報保護団体：所属している場合のみ記載する
名称：一般財団法人日本情報経済社会推進協会
苦情の解決の申出先：認定個人情報保護団体事務局
住所：〒106-0032 東京都港区六本木一丁目９番９号六本木ファーストビル内
電話番号：03-5860-7565、0120-700-779
【当社の商品・サービスに関する問合せ先ではございません】

5. 保有個人データの開示等に関する請求等
・ご本人による保有個人データの開示、訂正、利用停止等及び第三者提供記録の開示のご請求に対しては、ご本人であることの確認をさせていただいた上で遅滞なく適切に対応いたします。
請求方法は、上記4.個人情報に関する取扱い窓口までお問合せください。

6.保有個人データの安全管理のために講じた措置について
・当社では、保有個人データをより適切に扱うため、JIS Q 15001に準拠した個人情報保護方針、個人情報保護規程等を策定し、個人情報保護マネジメントシステムを運用しております。また、個人情報を取り扱う際は、組織的・人的・物理的・技術的観点に基づき安全管理措置を講じております。

組織的安全管理措置：個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う
　　　　　　　　　　従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に
　　　　　　　　　　違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備して
　　　　　　　　　　います。
人的安全管理措置　：個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施し
　　　　　　　　　　ています。
物理的安全管理措置：個人データを取り扱う区域において、権限を有しない者による個人データの閲覧
　　　　　　　　　　を防止する措置を実施しています。また個人情報の含まれる書類や媒体等の盗難
　　　　　　　　　　又は紛失を防止する措置として施錠保管しています。
技術的安全管理措置：アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を
　　　　　　　　　　限定しています。また個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アク
　　　　　　　　　　セス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。




[bookmark: _Toc201070972]J.10.4保有個人データの利用目的の通知
1.本人又は代理人から、当該本人が識別される保有個人データについて、利用目的の通知を求められた場合には、遅滞なくこれに応じる。ただし、J.8.4のただし書きa)～c) のいずれかに該当する場合、又はJ.10.3のc) によって当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合は利用目的の通知を必要としないが、そのときは、本人又は代理人に遅滞なくその旨を通知するとともに、理由を説明する。

2.本人又は代理人から当該本人が識別される保有個人データについて「保有個人データ開示等請求書」にて利用目的の通知を求められた場合には、「保有個人データ開示等請求書」により個人情報保護管理者の承認を得た後に、遅滞なく応じる。

3.「個人情報保護基本規程」J.10.4　保有個人データの利用目的の通知のただし書きに該当するため利用目的の通知を行わない場合は、事前に「保有個人データ開示等請求書」により個人情報保護管理者の承認を得た後、本人に遅滞なくその旨を通知するとともに、理由を説明する｡
    
【関連様式】
・J.10.1「保有個人データ開示等請求書」

[bookmark: _Toc201070973]J.10.5保有個人データ又は第三者提供記録の開示
1. 本人又は代理人から、当該本人が識別される保有個人データ又は第三者提供記録の開示（当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。）の請求を受けたときは、法令の規定によって特別の手続が定められている場合を除き、本人又は代理人に対し、遅滞なく、電磁的記録の提供も含めて当該本人が指定した方法（当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法）によって開示する。ただし、次のa)～c) のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示する必要はない。
a)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
b)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
c)法令に違反する場合 

2.本人又は代理人から当該本人が識別される保有個人データ又は第三者提供の記録について「保有個人データ開示等請求書」にて開示を求められたときは、事前に「保有個人データ開示等請求書」により個人情報保護管理者の承認を得た後に、遅滞なく書面等によって開示する。

3.「個人情報保護基本規程」J.10.5　保有個人データの開示のただし書きを適用して、開示しない場合、又は1項の当該本人が指定した方法について当該方法による開示が困難であるとして書面での交付とした場合は、「保有個人データ開示等請求書」により個人情報保護管理者の承認を得た後、本人に遅滞なくその旨を通知するとともに、理由を説明する｡
  法令上の義務について同意が得られない場合には、説明を行ったが拒否された旨を記録しておくこと。

【関連様式】
・J.10.1「保有個人データ開示等請求書」

[bookmark: _Toc201070974]J.10.6保有個人データの訂正、追加又は削除
1.本人又は代理人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの訂正、追加又は削除（以下、この項において「訂正等」という。）の請求を受けた場合は、法令の規定によって特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づいて、当該保有個人データの訂正等を行う。また、当社は、訂正等を行ったときは、その旨及びその内容を、本人又は代理人に対し、遅滞なく通知し、訂正等を行わない旨の決定をしたときは、その旨及びその理由を、本人又は代理人に対し、遅滞なく通知する。

2.本人又は代理人から当該本人が識別される保有個人データについて「保有個人データ開示等請求書」にて訂正、追加又は削除（以下、この項において「訂正等」という。）を求められた場合は、事前に、「保有個人データ開示等請求書」により個人情報保護管理者の承認を得た後に、遅滞なく訂正等を行った上で、その旨及びその内容を、本人又は代理人に対し遅滞なく書面等で通知する。

3.受託業務で顧客企業の名義で取得した保有個人データについては、顧客企業に調査結果とともに報告の上、指示を仰ぐ。

4.訂正等を行わない旨の決定をしたときは、その旨及びその理由を、本人に対し遅滞なく書面等で通知する｡

【関連様式】
・J.10.1「保有個人データ開示等請求書」

[bookmark: _Toc201070975]J.10.7保有個人データの利用又は提供の拒否権
1.本人又は代理人から当該本人が識別される保有個人データの利用の停止、消去（以下、「利用停止等」という。）又は第三者への提供の停止の請求を受けた場合は、これに応じる。また、措置を講じた後は、遅滞なくその旨を本人又は代理人に通知しなければならない。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、利用停止等又は第三者への提供の停止を行う必要はないが、そのときは、本人又は代理人に遅滞なくその旨を通知するとともに、理由を説明しなければならない。
a)当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合等の理由により、利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき
b)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
c)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
d)法令に違反する場合

2.本人又は代理人から当該本人が識別される保有個人データの利用の停止、消去（以下、「利用停止等」という。）又は第三者への提供の停止の請求を「保有個人データ開示等請求書」にて求められた場合は、「保有個人データ開示等請求書」により個人情報保護管理者の承認を得た後にこれに応じ、本人又は代理人に対しその旨を遅滞なく書面等で通知する｡

3.「個人情報保護基本規程」J.10.7　保有個人データの利用又は提供の拒否権のただし書きを適用して、利用停止等を行わない場合は、「保有個人データ開示等請求書」により個人情報保護管理者の承認を得た後、本人に対し遅滞なくその旨を通知するとともに、理由を説明する｡
法令上の義務について同意が得られない場合には、説明を行ったが拒否された旨を記録しておくこと。

【関連様式】
・J.10.1「保有個人データ開示等請求書」

[bookmark: _Toc201070976]J.11苦情及び相談への対応
[bookmark: _Toc201070977]J.11.1苦情及び相談への対応
1.本人及び代理人からの苦情及び相談を受け付けた場合、2.に従い、適切かつ迅速な対応を行う。また委託元が個人情報に関する本人からの苦情及び相談を受けた場合、委託元の要請と委託元との契約等に従い、委託元の対応に協力するよう努める。

2.本人及び代理人からの苦情及び相談を受け付けた場合の手順を、以下に定める。
（1）苦情・相談窓口は、本規程J.2.2の個人情報保護方針で公表するとともに、認定個人情報保護団体の対象事業者となっている場合は、当該団体の苦情解決の申し出先も明示する。
　　　＜例＞JIPDECの場合
認定個人情報保護団体の名称：一般財団法人日本情報経済社会推進協会
苦情の解決の申出先：認定個人情報保護団体事務局
住所：〒106-0032 東京都港区六本木一丁目９番９号六本木ファーストビル内
電話番号：03-5860-7565、0120-700-779
（2）苦情・相談窓口責任者は、本人から苦情等を受け付けた場合、「苦情相談窓口受付票」に苦情の内容と対応案を記入し、個人情報保護管理者に報告する。個人情報保護管理者は、必要に応じて代表者に報告する。
（3）個人情報保護管理者は対応案を承認し、適切な処置の実施担当者を指名する。
（4）実施担当者は、処置の結果を「苦情相談窓口受付票」に記録し、個人情報保護管理者の承認を得る。
（5）個人情報保護管理者は、「苦情相談窓口受付票」により、対応結果を代表者に報告する。
（6）苦情・相談窓口責任者は、苦情及び相談の内容が不適合と判断される場合は、「是正処置報告書」を作成する。

【関連文書・様式】
・J.11.1「苦情相談窓口受付票」
・J.7.1「是正処置報告書」

[bookmark: _Toc201070978]5.改廃
本規程の改廃は、個人情報保護管理者の発議により、代表者が承認することにより行う。

以上


＜別紙1＞

個人情報保護方針


○○印刷株式会社（以下、「当社」といいます。）は、印刷関連事業としての製品及びサービスをお客様に提供しています。当社は、お客様から委託されお預かりした個人情報及び当社が自ら取得した個人情報取り扱うにあたり、適切な安全環境を整備し保護することを個人情報の保護目的としています。このことは、当社の事業活動の基本であり、重要な社会的責務であると認識しています。この理念を実践するために、全社的な取組みとして以下に示す必要かつ適正な安全管理措置を実践していきます。


１．個人情報の適正な取得
当社は、利用目的を明確に定め、適正かつ公正な手段により個人情報を取得します。

２．個人情報の利用、提供
当社は、利用目的達成に必要な範囲内で適切に個人情報を取扱います。また、個人情報は、利用目的の範囲内でのみ利用、提供し、目的外の利用、提供を行わないための措置を講じます。

３．安全対策の実施
当社は、個人情報を取扱うにあたり個人情報の正確性の保持に努めるとともに、不正なアクセス、漏えい、滅失又はき損等のリスクに対して効果的な安全管理措置を講じます。また、安全管理措置に問題が確認された際には、原因を把握し有効な是正処置を講じます。

４．法令、指針、規範の遵守
当社は、個人情報の保護に関する法令、個人情報の保護に係る国が定める指針、及びその他の規範を遵守します。

５．苦情及び相談への対応
当社は、個人情報の取扱いに関する苦情・相談、及び個人情報に係るご本人からの開示、訂正、削除や利用停止等の求めに対し、遅滞なく適正に対応します。

６．運用体制の整備
当社は、個人情報を適正に取扱う目的のための体制を整備するとともに個人情報を適正に取扱うための規程、細則、手順等を定め、個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善を推進します。

○○年○月○日　制定
○○年○月○日　改訂
○○印刷株式会社
代表取締役社長　○○　○○

個人情報保護方針の内容についての問合せ先
（個人情報の取扱いに関する苦情・相談もこちらまで）
〒123-0012 東京都○○区○○1-23-4
○○印刷株式会社
「個人情報保護担当」
Tel: 03-1234-0001
Fax: 03-1234-0002
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個人情報保護体制図
年　月　日現在


代表者

個人情報保護管理者

個人情報保護監査責任者

事務局

情報システム責任者

苦情・相談窓口責任者

教育責任者

個人番号事務取扱責任者

個人番号事務取扱担当者

個人番号収集担当者





